
高知県次世代育成支援企業認証制度要綱高知県次世代育成支援企業認証制度要綱高知県次世代育成支援企業認証制度要綱高知県次世代育成支援企業認証制度要綱    

 

（目的） 

第１条 男女が共に働きやすく、仕事と家庭の両立の推進など子育てしやすい職場環境づくりに積極

的に取り組んでいる企業を知事が認証し、広く紹介することにより、企業の自主的な取組の促進を

図り、次代の社会を担う子どもの健全な育成及び労働者の福祉の増進に資することを目的とする。 

  

（定義） 

第２条 この要綱において、企業とは、県内に活動拠点を置き、事業活動を行い、かつ常時雇用する

労働者を有する企業、法人、団体をいう（国及び地方公共団体を除く。）。 

 

（申請） 

第３条 前条の認証を受けようとする企業（以下「申請者」という。）は、「高知県次世代育成支援企

業認証申請書」（様式第１号）に必要な書類を添付し、知事に申請をするものとする。 

 

（認証要件） 

第４条 知事は、申請者のうち、次の要件をすべて満たす企業を「高知県次世代育成支援認証企業」（以

下「認証企業」という。）として認証するものとする。 

 

（１）次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）に基づく一般事業主行動計画を策定

し、労働局へ届け出ていること。 

 

（２）５年以内において、男性の場合は１か月以上、又は女性の場合は６か月以上にわたる育児休業

取得者の実績があり、かつ取得者が申請時に在職していること。 

 

（３）労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等に沿った就業規則又は労働協約を規定

していること。 

 

（４）次世代育成支援に関して、下記のいずれかの取組を行っていること。 

ア 育児・介護休業法の規定を上回る育児休業制度の設置 

イ 育児・介護休業法の規定を上回る看護休暇制度の設置 

ウ 育児・介護休業法の規定を上回る育児のための勤務時間の短縮等の制度の設置 

エ 学校参観、通院の付き添い等、短時間の所用のために半日単位又は時間単位で使用できる

休暇制度の設置（年次有給休暇を含む） 

オ 県が次世代育成支援に資する目的で政策的に実施する別記事業について、取組が認められ

る事業所    

カ その他 

   アからオにかかるものと同様の趣旨、目的を有するもので、次世代育成支援に関する取組で

あって、効果があがっていると認められるもの 

（５）３年以内において、関係法令に違反する重大な事実がないこと。 

 



 

（審査） 

第５条 知事は、申請書の書類審査を行った上で、必要に応じ実地調査を実施するものとする。 

 

（認証） 

第６条 知事は、第４条の規定により認証したときは、「高知県次世代育成支援企業認証書」（様式第

２号）を交付するものとする。 

２ 認証の有効期間は、認証した日から起算して３年間とし、引き続き認証を受けようとする企業に

ついては、改めて申請するものとする。 

 

（認証マーク） 

第７条 知事は、前条により認証した企業に対し、認証マークを交付する。 

２ 認証マークの取扱いについては、別に定める「高知県次世代育成支援企業認証マーク使用要領」

によるものとする。 

 

（広報） 

第８条 知事は、認証した企業名や取組内容などの認証の概要について、県の広報誌やホームページ

等で広く周知を図るものとする。 

 

（変更の届出） 

第９条 認証企業は、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「高知県次世代育成支援企業認証変

更届出書」（様式第３号）により、知事に届け出なければならない。 

 

（認証の取消し） 

第１０条 知事は、認証企業が第４条に定める要件を満たさないことが明らかになったとき、法令に

違反したとき、その他認証企業として適当でなくなったと認めるときは、当該認証を取り消すもの

とする。 

２ 知事は、前項の規定により認証の取消しをするときは、理由を付して認証企業にその旨を通知す

るものとする。 

３ 認証の取消しを受けた場合、認証企業は速やかに認証書を知事に返納するものとする。 

 

（所掌）  

第１１条 この要綱に関する事務は、商工労働部雇用労働政策課において所掌する。 

 

（その他）  

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、別に定める。 

 

  附則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成１９年９月１９日から施行する。 

この要綱は、平成２０年４月２８日から施行する。 



この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係）    

高知県高知県高知県高知県次世代育成支援次世代育成支援次世代育成支援次世代育成支援企業認証申請書企業認証申請書企業認証申請書企業認証申請書    

平成  年  月  日 

 

高知県知事  様 

 

             申請者 企業の名称 

                 代表者職･氏名            印 

 

    高知県次世代育成支援企業認証制度要綱第３条の規定により、下記のとおり 

申請します。 

 

記 

 

 １．企業の概要 

所 在 地 〒 

業 種 
(事業内容) 

 

従業員数 
 

    人 

女性     人（内パート・アルバイト    人） 

男性     人（内パート・アルバイト    人） 

担 当 者 

所属･氏名 

 

連 絡 先 
ＴＥＬ:          ＦＡＸ: 

Ｅメール： 

 

 ２．取組内容 

（次世代育成支援の具体的な取組内容、実績等を記入してください。） 

 

 ３．添付資料 

（１） 審査票（別紙） 

（２） 企業の概要がわかるもの 

（３） 労働局に届出をした一般事業主行動計画（写） 

（４） 就業規則及び諸規程（写） 

（５） 育児休業期間の確認できるもの（写） 

（６） 労働者名簿（写） 

（７）その他（取組の内容が確認できる資料） 

（８）県税の完納証明書



審審審審    査査査査    票票票票    

現在実施しているものにチェックをしてください。 

ただし、実施内容を確認できる書類等がない場合は対象となりません。 

一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画の策定についての策定についての策定についての策定について    

□次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、労働局に届け出ている。 

（計画期間 平成  年  月  日～平成  年  月  日） 

 

過去５年以内の育児休業取得者の実績について（在職者に限る）過去５年以内の育児休業取得者の実績について（在職者に限る）過去５年以内の育児休業取得者の実績について（在職者に限る）過去５年以内の育児休業取得者の実績について（在職者に限る）    

□男性（１か月以上）        人 

□女性（６か月以上）        人 

 

 就業規則又は労働協約の整備に就業規則又は労働協約の整備に就業規則又は労働協約の整備に就業規則又は労働協約の整備についてついてついてついて    

    □育児・介護休業法に沿った育児休業制度等を就業規則又は労働協約に規定している。 

 

 次世代育成支援に関する取組について次世代育成支援に関する取組について次世代育成支援に関する取組について次世代育成支援に関する取組について    

  アアアア    法を上回る育児休業制度法を上回る育児休業制度法を上回る育児休業制度法を上回る育児休業制度    

    □分割取得できる育児休業制度がある。 

    □一定の事情の有無に関わらず、子が１歳を超えても取得できる育児休業制度がある。 

  イイイイ    法を上回る看護休暇制度法を上回る看護休暇制度法を上回る看護休暇制度法を上回る看護休暇制度    

□年５日を超える看護休暇制度がある。 

    □子が小学校に就学してからも看護休暇を取得することができる。 

  ウウウウ    ３歳を超える子の育児のために利用できる３歳を超える子の育児のために利用できる３歳を超える子の育児のために利用できる３歳を超える子の育児のために利用できる制度制度制度制度    

    □短時間勤務制度 

    □フレックスタイム制 

    □始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 

    □所定外労働をさせない制度（各企業が定めている就業時間を超えて労働をさせない制度） 

    □育児費用の援助措置 

    □託児施設の設置運営 

  エエエエ    短時間の所用のために半日単位又は時間単位で使用できる休暇制度短時間の所用のために半日単位又は時間単位で使用できる休暇制度短時間の所用のために半日単位又は時間単位で使用できる休暇制度短時間の所用のために半日単位又は時間単位で使用できる休暇制度    

    □短時間の所用のために半日単位又は時間単位で使用できる独自の法定外休暇制度がある。 

□年次有給休暇の半日単位又は時間単位で使用できる法定休暇制度がある。 

 原則として、対象労働者の制限を設けていないこととする。 

ただし、真にやむを得ない場合はこの限りでない。 

  オオオオ    県の次世代育成支援事業への参加・協力県の次世代育成支援事業への参加・協力県の次世代育成支援事業への参加・協力県の次世代育成支援事業への参加・協力    

    □県事業への参加・協力（事業名：                       ） 

  カカカカ    その他その他その他その他 

    □アからオ以外で次世代育成支援に関する取組を実施し、効果が上がっている。 

       取組内容： 

 

関係法令に違反する重大な事実等の有無（過去３年間）    有   無    

（別紙） 



様式第２号（第６条関係） 

 

 

 

高知県次世代育成支援企業認証書 
 

 

 

企業の名称 

 

 

 

高知県次世代育成支援企業認証制度要綱第４条の規定により、 

高知県次世代育成支援企業として認証します。 

 

 

 

認 証 番 号    第         号 

 

認 証 年 月 日    平成  年  月  日 

 

有 効 期 限    平成  年  月  日 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

高知県知事         印 

 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

高知県高知県高知県高知県次世代育成支援次世代育成支援次世代育成支援次世代育成支援企業認証企業認証企業認証企業認証変更届出書変更届出書変更届出書変更届出書    

 

平成  年  月  日 

 

高知県知事  様 

 

申請者 企業の名称 

                 代表者職･氏名           印 

 

高知県次世代育成支援企業認証制度要綱第８条の規定により、次のとおり 

内容の変更を届け出ます。 

 

記 

 

１． 認証番号 

 

２． 認証年月日 

 

３．変更内容 

 

変  更  前 変  更  後 

  

 

（備考）１．申請内容のうち、名称、代表者の氏名、所在地、認証の要件に関すること

に変更が生じた場合は必ず届け出ること。 

２．変更事項の確認できる資料を添付すること。
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